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全体連絡1.
Ⅰ　全体連絡及びお知らせ
この項目への
ご質問は： 事務局長

会
議
後
に
行
う
手
続

1 

以下の申請は、9月16日（水）24時締切です
c✓
c 控室使用希望申請（☞ p. 19） 企画場所以外に控室を必要とする場合に申請します。

c 現金援助申込（☞ p. 16） 現金による援助の申請です。

c 物品援助申込（☞ p. 17） 物品による援助の申請です。

c 飲食物取扱調査（☞ p. 8） 飲食物を取り扱う場合の申請です。

c 容器購入申込（☞ p. 10） 容器を扱う企画はエコ容器をご利用ください。

c エコ企画申請（☞ p. 20） エコ企画としての認定を希望する場合に申請します。

c ステージ詳細報告（☞ p. 12） ステージを使う企画は登録してください。

c 駒場グラン・プリー部門変更（☞p. 25）部門変更を希望する場合は問い合わせフォームよりご連絡ください。

以下の申請は、9月23日（水）24時締切です

c パンフレット原稿訂正（☞ p. 2） パンフレット原稿の締切は8月23日（日）でしたが、内容に変更
がある場合に校正を受け付けます。

c 企画名・団体名登録（☞ p. 2） 企画名・団体名が未登録あるいは仮称の場合、すみやかに登録をお願
いします。この内容はパンフレット、ウェブ等に掲載されます。

c スタンプラリー企画申請（☞ p. 2） スタンプラリーに参加してくださる企画は申請してください。

企画中止
駒場祭への参加を取り止めたい場合は、問い合わせフォームからその旨をご連絡いただくか、直接委員会室までお越
しください。なお、一度企画中止にした企画は復活できませんので、慎重な判断をお願いします。

責任者変更
責任者を変更したい場合は、変更前および変更後両方の責任者の方が学生証を持参の上、委員会室までお越しくださ
い。

パスワード忘れ
パスワードを忘れた場合は、学生証を持参の上、委員会室までお越しください。
企画場所・時間の変更希望

今回の会議で、すべての企画の企画場所 ･企画時間が決定します。以後は原則として企画場所 ･時間の変更は行えま
せん。万一企画時間 ･場所を変更したい場合には、問い合わせフォームにて組織局長までお問い合わせください。また、
現段階で空いている部屋でも、控室等に使用されますので移動出来ない可能性もあります。

特殊な事例・企画
過去に事例がない企画や、特殊な対応が必要な企画をお考えの場合は、問い合わせフォームにて委員会までご相談く
ださい。委員会としても、最大限ご協力いたします。特殊な企画の場合は学部への許可申請などで時間が掛かる場合が
ありますので、早めの連絡をお願いします。

特殊な事例・特殊な企画
ユーザー登録の内容は、委員会ウェブページの企画参加者ページにて随時変更できます。変更が生じた場合は速やか
に訂正をお願いします。特に、連絡先が変わった場合、登録を変更しないと委員会からの連絡ができなくなり、企画実
行に支障が出る場合があります。ご注意ください。

次回の企画代表者会議
次回の企画代表者会議は10月3日（土）11時から、900番教室にて行います。

▶
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▶
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パンフレット原稿訂正2.
Ⅰ　全体連絡及びお知らせ

この項目への
ご質問は： 広報局パンフレット担当

Ⅰ　全体連絡及びお知らせ

パンフレット原稿について
8 月 23 日（日）にパンフレット原稿登録は締め切りました。登録した内容に変更がある場合は、9月 23 日（水）24 時まで
に登録フォームから随時変更してください。原稿、画像が未登録の企画は早急に登録してください。これ以降の原稿登録ま
たは変更は、編集作業と入稿の都合上、パンフレットには反映されず訂正ビラに掲載することとなります。

企画名について
パンフレット、リーフレット、ウェブページなど委員会の広報物に掲載される団体名は、企画登録フォームで登録された
冠称（東大、東京大学など）と団体名をつなげたもので、今回の会議で配布された個別確認票に記載されている団体名と同
一のものになります。正しい団体名であるか確認して、訂正が必要な場合は企画登録フォームから変更してください。また、
クラス単位で登録されている企画の団体名は、「●●年度●科●類●組」に統一させていただきました（一部例外を除く）。特
別な理由によりこれ以外の団体名を希望される場合は、問い合わせフォームよりご連絡ください。

企画情報について
9 月 23 日（水）24 時の企画名・団体名変更締切以降、「企画登録」のフォームのうち、「企画名」・「団体名」・「企画の分類」
の部分の新規・変更登録が出来なくなります。これ以降に新規・変更登録を行ないたい場合は問い合わせフォームより委員
会までご相談ください。

今年は駒場祭 60 回目。これを記念してスタンプラリーを行います。これは、来場者に多様な屋内企画に足を運んでいただ
くために行うものです。この機会に、ぜひ貴団体の宣伝も兼ねて応募してください！
締切は9月23日（水）24時です。
対象企画

屋内全日企画
募集企画数

募集企画数は 50 企画です。応募企画数が多い場合は企画内容を吟味した上で、委員会で選定させていただきます。
募集内容

企画場所に、委員会が作成するスタンプを置いていただくだけです。スタンプラリー用紙やパンフレットに参加企画一覧
を載せる予定ですので、宣伝効果も抜群です！

応募方法
駒場祭ウェブページログイン後にスタンプラリー企画申請よりご応募ください。
質問などございましたら、問い合わせフォームまでお気軽にどうぞ。皆様のご応募をお待ちしております。

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

今回の駒場祭では、以下の分類でそれぞれ企画のCM映像を募集します。これは正門前のプラズマディスプレイで放映さ
れる予定です。長さなどの形式は企画の種類によって異なりますので、以下をよく読んで応募してください。

おすすめ企画、エコ企画
募集形式

【時間】30 秒まで
【種類】企画の作成した映像、委員会の撮影するトーク映像
【本数】4本まで。そのうちトーク映像は 1本まで
トーク映像の撮影について

委員会による撮影を希望する場合、おすすめ企画は10月１日（木）、エコ企画は10月24日（土）までに問い合わせ
フォームよりその旨を連絡してください。
おすすめ企画、エコ企画のいずれかに当てはまる企画に対しては委員会がトーク映像の撮影（任意）を行います。これは、

カメラの前で 30 秒間ほぼノンストップで喋るというものです。追って撮影日時を決定します。
時間制限について

おすすめ企画については昨年度は時間無制限のインタビュー映像という形でしたが、立ち止まって映像を見る来場者はほ
とんどいないこと、TVCMの長さは長くて 30 秒間であることなどを考え、この長さとしました。

おすすめ企画、エコ企画以外の企画
募集形式

【時間】15 秒
【種類】企画の作成した映像
【本数】4本まで
実際の放映にあたって
提出された映像の前に企画情報を示す映像を 5秒間入れます。地図と企画名を表示しますので、必ずしも映像中におい
て企画場所について語る必要はありません。もちろん、映像のなかで企画場所について言及することが効果的なのであ
れば入れても構いません。
放映時間を指定することはできません。提出方法

締切は10月31日（月）　※メール、DVD不可
CD-RまたはUSBメモリにデータを入れて委員会室までお持ちください。
例年保存形式の間違いが多いため、DVDでの提出は不可とします。DVDを使用した場合の放映は保証できません。
ファイル形式は以下のいずれかを利用してください。これ以外のファイル形式を用いた場合、画質の劣化・編集不能など
の問題のため放映できないことがあります。
推奨サイズは640×360ピクセル（アスペクト比16:9）です。容量オーバーの場合、zipなどで圧縮してください。
AVI（無圧縮）
Quicktime ムービー（無圧縮もしくはH.264 圧縮）

Powerpoint ファイル・MSWMMなどの変換は委員会では取り扱いません。
参考

情報教育棟のMac にインストールされている iMovie の使い方は、以下のサイトを参考にしてください。
http://dekiru.impress.co.jp/contents/009/

著作権について
インターネット上にある音楽素材集・画像素材集のご利用にあたっては、各素材集の利用規約を遵守してください。
画像・音楽を利用する場合は著作権に十分注意してください。著作権者との間でトラブルになった場合、委員会としては

一切の責任を負いません。音楽を入れたい場合は、インターネット上にある音楽素材集を利用することをおすすめします。

1）
a.

b.

c.

2）
▶

▶
▶

▶

▶
▶

▶

▶

スタンプラリー3. この項目への
ご質問は： 60周年記念局

映像募集について4. この項目への
ご質問は： 広報局映像担当
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自主規律5.
Ⅱ　諸規則

この項目への
ご質問は： 事務局長

自主規律とは駒場祭参加者が合意したルールであり、委員会・企画はともにこれを守らなければなりません。
駒場祭は東大生による「自主学園祭」であることをモットーとしており、駒場祭を円滑に運営していくための基本的な決
まりも、学生自身の手によって決定されています。そして、駒場祭委員会規約第 9条には「本会は『駒場祭に関する自主規
律』に基づいて駒場祭の運営を行う」と定められています。

自主規律投票
上記の経緯を踏まえ、今回の駒場祭では第 1回企画代表者会議で原案を提示し、アンケート結果を反映した上で、第 2回
企画代表者会議にて自主規律案の投票を行うことにしました。
下に掲載された 8項目からなる「自主規律案」は、前回の企画代表者会議で提示された原案です。アンケートを行ったと
ころ、いくつかの点で改善案が指摘されましたが、委員会での審議の結果、内容的に大きな修正は必要ないと判断し、原案
通りとなっています。今回の企画代表者会議の全体説明終了後、投票用紙に原案への賛成／反対にチェックし、出口にいる
委員の持っている投票箱に入れてください。

第60回駒場祭自主規律原案
第60期駒場祭委員会・参加企画・参加者は駒場祭中及びその前後を通じ、参加企画の合意により決定される以下
の自主規律を遵守し、それを履行します。
来場者、大学周辺の住民など、他の人々に迷惑をかけない。
大学の施設・環境及び使用する機材を保全する。
全ての参加団体が正常に企画を運営する権利を尊重する。
学外者や学外団体の意思に基づく企画・宣伝・勧誘行為を行わない。
特定の政治・宗教の宣伝活動は行わない。
企画は無料公開を原則とし、営利を第一目的とする企画を行わない。
個人情報は厳重に取り扱い、明示した目的外の使用をしない。
駒場祭の運営を円滑に行うために必要な役割を果たす。

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

今後の予定
今回この自主規律案が承認されますと、正式に本案が「第 60 回駒場祭自主規律案」として認められます。その後、本案は
11 月上旬に行われる代議員大会にて審議され、投票の結果承認されると「第 60 回駒場祭自主規律」として制定され、第 60
回駒場祭のルールとして確定します。

▶

▶

運営委員派遣制度
運営委員派遣の対象となる企画

駒場祭に参加するすべての企画には運営委員を派遣していただきます。運営委員制度においては単位制を採用しており、原
則「1人が 2時間業務をすることで 1単位を消化」するという決まりになっています。現時点では各企画には原則 2単位分の
業務を割り振る予定です。

単位数の増減
委員会から資材を借りる、車両入構を行う等をする企画には単位数を増やす措置をとります。また、屋外清掃責任企画に

対しては単位数を一部減らす予定です。詳細については第 3回企画代表者会議にてお知らせします。
業務の割振り

第 3回企画代表者会議で「派遣可能日時調査」についての説明を行います。運営委員を派遣するのに都合の良い時間、悪
い時間を大まかに考えておいてください。

今年の業務内容
現時点で予定している業務は以下の通りです。

資材移動 駒場キャンパス内での資材の移動のサポート
交通関連業務 門における車両入構管理など
総務関連業務 立看板の設置・撤収やテントの設置・解体などのサポート
環境関連業務 来場者用ごみ箱の設置、屋内ごみ箱の封鎖、集積場設置・運営やエコ容器配布などのサポート
食品関連業務 湯沸場、水汲場管理のサポート
案内所関連業務 案内所での来場者案内、販売業務などのサポート
ステージ関連業務 ステージの設営・撤収等のサポート
清掃関連業務 ごみ拾いやお手洗いの掃除などのサポート
遊撃業務 緊急時の派遣人員として待機

▶
a.

b.

c.

▶

運営委員業務6.
Ⅱ　諸規則

この項目への
ご質問は： 総務局運営委員担当
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外部団体との関わり7.
Ⅱ　諸規則

この項目への
ご質問は： 組織局長 金銭と個人情報の取り扱い8.

Ⅱ　諸規則
この項目への
ご質問は： 財務局長

駒場祭は駒場生を中心とする自主学園祭として位置づけられてきました。これは駒場祭委員会規約第 2条に「駒場に
所属学部・学科のある東京大学学生の自主的な学術・文化活動の場」と規定されていることに表れています。したがっ
て、下記のような事態は自主学園祭の理念を脅かすものであるといえます。

学生の自主的な活動の場に学外者・外部組織の活動が入り込むこと
駒場祭が外部団体の宣伝の場に利用されること

企業のような外部団体は学生に比べ圧倒的な組織力・資金力を有します。彼らの活動を無制限に認めてしまっては学
生の意思よりも外部団体の意思が優位に立ち、駒場祭の理念たる「自主学園祭」に反する状態が生じてしまいます。
特に宣伝行為については、来場者に駒場祭が本学学生のものではないかのような印象を与えてしまいます。また、企
業などの宣伝活動は国立大学法人である東京大学の構内では制限されており、駒場祭期間中もそれを守るという条件で
学部からキャンパスを借りています。
そこで、委員会では企画団体の自主的な活動、ひいては駒場祭自体を守るために以下の方針を設定します。

外部団体と何らかの関わりがある企画を実行する場合（ 企画団体外の団体・個人を招聘する場合など） は以下の条件
を満たす必要があります。

外部団体からの、規約に反する不当な要求を退けられること
外部団体に、宣伝・その他宣伝に類する行為をしないことを確約させること

外部団体と関わる企画を実行する場合は、第 3回企画代表者会議後に「外部団体関連行為申請」を行っていただくこ
とになります。申請の詳しい内容は、次回の会議で説明します。

以下、実際に問題となるケースを具体例を用いて説明します。これらの事例以外にも登録された企画に問題があると
考えられる場合、企画内容の変更・企画の停止および中止を求める場合がありますのでご注意ください。

外部団体の製作物・試供品の配布・販売
講演者の著作物や試供品の配布・販売等の行為は、学生が外部団体の利益のために動いているかのような印象を来場
者に与えかねません。そのため、これらの行為は原則として禁止します。ただし、講演会のレジュメなどで企画実行に
不可欠であると認められるものに関しては、事前に申請していただければ、審査の上配布を許可します。

企画団体の構成員以外の人員による宣伝・勧誘行為
たとえば、講演会で招聘された講演者やバンド等が宣伝行為や勧誘等の活動をする場合が該当します。招聘者・招聘
団体には事前にこの旨を伝えていただくようお願いします。

外部団体の広告等が掲載されたものの不特定多数への配布
スポンサーを受けた企業の広告をビラに掲載し、それをキャンパス全域で配布する場合などがこれに当たります。こ
のような行為は原則として禁止です。広告行為の詳細に関しましては、次回以降の企画代表者会議にて説明します。ま
た、こうした理由からタダコピの使用も全面禁止とします。

前述の通り、これは駒場祭を守るためのものなので、ここに記載されていることさえ守れば後は何をしても許される、
というわけではありません。我々が守らなくてはならないのは駒場祭それ自体であり、ここに抵触しない行為でも問題
性が認識された場合は何らかの措置をとり、その際には委員会の指示に従っていただきます。もし企画実行に際して行
う行為がこの項で定義されていない場合でも、外部団体と関わる可能性がある場合には委員会までお早めにご相談くだ
さい。
来期以降も駒場祭を継続的に行っていくことができるよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▶
▶

▶
▶

▶

▶

▶

金銭や個人情報の絡む行為に対して、委員会では一定の規制をかけております。
駒場祭は「学生の自主的な学術・文化活動の場」として位置づけられています。そのため、駒場祭において営利活動
を行うことはふさわしくありません。

入場料の徴収
企画場所へ入場するにあたって金銭を取る行為を指します。企画場所に入った来場者に強制的に金銭を要求する、入
場するために何かを購入することを義務付けることも入場料に含まれます。
入場料を取ることは企画の公開性を著しく欠くことになりますので、一律禁止とします。

以下の各項目の行為は、事前に委員会への申請が必要です。
申請では、各行為を行う目的や行為の具体内容などを記入していただきます。その内容をもとに委員会で査定を行い、
査定を通過した行為のみ認められることになります。第 3回企画代表者会議にて申請方法を説明します。
外部団体制作物を販売するなど、外部団体と関わる場合については、外部団体との関わり（☞ p.6）を参照してくださ
い。

カンパ
来場者が企画内容を見てからその企画に対して任意で支払う金銭のことです。企画内での必要経費の回収を目的とす
る場合のみ認められます。任意性を保つため、強制的に支払いを求めることや額の下限を設けることは禁止します。

募金
来場者から任意で募った金銭を、企画外の団体に流す行為を指します。模擬店などで売上の一部を寄付するといった
ように、商行為に付随して行う場合も募金に含まれます。
募金は、以下の条件をすべて満たす場合のみ認められます。
募金は必ず企画場所で行うこと
募金と企画内容に関連性があること
募金に公益性があること
募金を行っている旨および募金した金銭の寄付先を来場者に明示すること
駒場祭後に、集めた金銭を寄付したことを示す領収書を委員会に提示すること
商行為

有形財（物品）もしくは無形財（射的や金魚すくいなど）を提供し、その対価として金銭を受け取る行為を指します。
これは利益追求を第一目的としない場合のみ認められます。ただし、模擬店・喫茶店のみの企画の場合は、ここでの申
請の必要はありません。なお、模擬店・喫茶店とは「駒場祭の場で食べることを想定した飲食物を提供し、その対価と
して金銭を受け取る行為」を指します。それが屋外の場合が模擬店、屋内の場合が喫茶店となります。

自団体宣伝行為
駒場祭当日の企画内容とは直接関係のない宣伝行為を指します。具体例としては自団体の次回公演の案内があげられ
ます。金銭が絡まない場合は申請の必要はありません。何かを販売する場合、上記の商行為と同じ扱いですので、そち
らで申請をしていただきます。ただし、程度によっては認められない場合があります。

個人情報収集
来場者の個人情報を収集する行為を指します。個人情報収集は、以下の条件をすべて満たす場合にのみ認められます。
　なお、個人情報を来場者に記入してもらう用紙（以下「用紙」）を、事前に委員会に提出していただきます。

具体的な項目を作ること
任意性が確保されていること
個人情報収集目的が用紙に明記されていること
目的以外の使用をしない旨が用紙に明記されていること
収集している団体名が用紙に明記されていること

▶

▶

▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶

▶

▶

▶
▶
▶
▶
▶

は
じ
め
に

1 

外
部
と
関
わ
る
場
合

2 

禁
止
さ
れ
る
行
為

3 

概
要

1 

禁
止
行
為

2 

申
請
が
必
要
な
行
為

3 

お
わ
り
に

4 



8 9

飲食物取扱調査9.
Ⅲ　各種申請事項

この項目への
ご質問は： 総務局食品担当

Ⅲ　各種申請事項 

各団体で販売する食品について具体的なメニュー、食材、調理方法、値段などを調査するためのものです。
締切は9月16日（水）24時です。
企画登録の時点で、取り扱う飲食物について詳しいことが決まっていなかった団体にも、今回の「飲食物取扱調査」
によりその詳細を決めていただきます。手続きは今回の企画代表者会議後にウェブページ上で行ってください。
この「飲食物取扱調査」は、委員会が各企画が販売する飲食物を把握する上で極めて重要であり、また保健所に提出
する書類の元となるものでもあります。そのため、登録後に説明や変更をお願いする場合も多々ありますので、必ず期
日内に登録を済ませるようにしてください。登録の詳細については、「登録上の注意」をご覧ください。
当然のことながら、申請を行わなかった団体に対して飲食物の取り扱いを許可することはできません。ご注意くださ
い。
また、食中毒に関しては細心の注意をはらうようお願いします。

責任者
調理責任者として、企画責任者の住所・氏名を記入してください。保健所に提出する書類に必要ですので、正しい氏
名を記入してください。

調理方法
別途配布した「模擬店大全」を参考に記入してください。
また、「模擬店大全」に載っていない飲食物や、載っている飲食物でも例示と異なる方法で調理する場合には、必ず調
理方法を記入してください。

食材仕入先
まだ決まっていない場合は空欄のままでも構いません。決まり次第ご登録ください。

補足
取り扱う飲食物について

カクテル等を作る場合、衛生上の理由から乳製品の使用は禁止です。その場で開缶・開栓を行う場合のみ、複数種扱
うことができます。その場合、他の食品を提供することはできませんが、既製のソフトドリンク・スナック菓子・乾物
類を提供することは可能です。

調理方法･場所
調理方法の記入欄は、事前の下ごしらえと、当日その場での調理に分けて記入してください。

第 3回企画代表者会議では、今回の「飲食物取扱調査」で調理方法の記入を簡潔でよいとした食品の調理方法を確認
します。締切を過ぎても、調理方法に変更が生じた場合はすぐに飲食物取扱調査を変更してください。また調理過程に
おける衛生上の注意などをお知らせしていく予定です。
喫茶店を含む、飲食物を取り扱う全ての企画は、この申請を行う必要があります。申請がない場合当日の食品の扱い
は認められません。

a.

b.

c.

▶
a.

b.

ログイン後のメニュー画面から「飲食物取扱調査」を選択してください。
調理責任者

調理責任者は、企画で取り扱う食品を統括して管理し、常に状況を把握できる人でお願いします。調理責任者のアカ
ウントとふりがなを記入してください。
正責任者や副責任者と重複しても構いませんが、企画の責任者以外の人が調理責任者となる場合は、調理責任者もユー
ザー登録とログイン操作を行ってください。

主品目
1 企画で扱える食品は 1品目のみです。どんな食品が認められるかは、「模擬店大全」を参照してください。該当する
ものがなければ、「その他」を選択して、品目をすぐ下の自由記入欄に記入してください。なお、9月 16 日（水）以降
の主品目の変更は、保健所の許可が下りないためやむを得ず変更する場合を除いて認められません。

主品目調理方法
主品目の調理方法を書いてください。また、事前の調理（下ごしらえ）と、当日の調理を分けて記入してください。
下ごしらえ後の食材の保存方法が書かれていない企画が多く見受けられますので注意してください。

飲料の種類
飲料を扱う場合、「ソフトドリンクのみ」「酒 1種類のみ」「酒＋ソフトドリンク」「酒類数種」の中から最も適当なも
のを選択してください。飲料類は食品とあわせて 1品目提供できます。お酒を複数種扱う場合は、主品目を取り扱うこ
とはできませんが、既製のソフトドリンクやスナック菓子、乾物類を提供することはできます。

飲料の販売
「紙コップに移して販売」か「缶、ビン入りのまま販売」か「ペットボトルのまま販売」どれかを選択してください。
飲料の詳細

何をどのくらい買うのかを記入してください。飲料を企画内で作る場合は、作る方法を詳しく書いてください。
食材仕入先

仕入先の欄は、予定でも構わないのでできるだけ入力してください。この欄に関しては、9月 16 日（水）以降も当日
直前まで変更することができます。

a.

b.

1）

2）

3）

4）

5）
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容器購入申込10.
Ⅲ　各種申請事項

この項目への
ご質問は： 環境局容器担当 時間割会議について11.

Ⅲ　各種申請事項
この項目への
ご質問は： 組織局長

容器を利用する企画は原則としてエコ容器を利用してください。
環境対策の一環として環境に優しい容器（エコ容器）を一括購入し、模擬店・喫茶店企画および企画内部で容器を利
用する企画に販売します。
多数の企画と来場者を誇る駒場祭では環境対策が必要不可欠であり、その一環として容器の一括購入を行います。第
60 回駒場祭では非木材であるバガス（サトウキビの搾りかす）と葦を混合した容器を利用しますが、これを単独で分別
回収し、高純度の資源にすることでリサイクルがしやすくなります。

一括購入する容器は昨年と同様のものを予定しています。
値段は現段階での予定です。
角トレーおよび紙コップの値段がAlmighty vol.1から変更となっていますので注意してください。

容器の使用を考えている全ての企画は、以下の該当する項目について申請をしてください。申込締切は 9月 16 日（水）
24 時です。以下、容器購入申請フォーム通りの Step で説明してあります。
Step1　容器の一括購入
Step2 にある容器の見本もしくは委員会室にある容器のサンプルを参考にして希望する容器を選び、必要分を記入し
てください。容器の種類ごとに一袋に入っている容器の数が異なるので注意してください。
Step2　容器の見本
容器の画像を載せてあります。委員会室にもサンプルがあります。
Step3　容器の使途
一括購入を利用するしないにかかわらず、容器を使用する企画は容器の使途を記入してください。
Step4　一括購入を利用しない場合
飲食物を取り扱う企画のうち、特殊な事情により一括購入を利用しない企画は、その理由を具体的に記入してくださ
い。

容器はバラ売りではありません。セット単位での注文です。
「一袋でどんぶり 50 個」などの販売単位になるのでご注意ください。
今回の申請において、全体の申し込みが少ない容器は一括購入の対象外となる可能性があります。また、容器のサイ
ズ・値段などが変わる場合もあります。
申込締切以降に購入数など変更がある場合は、第 3回企画代表者会議以降に受け付けます。

場所割の結果は、個別確認票およびウェブページに掲載していますので、各自でご確認ください。企画場所・企画時
間の最新情報はウェブページにて確認できるようにしますので、適宜確認をお願いします。
各企画の希望に添うよう割振りを行いましたが、すべての希望に応えることはできていません。ご理解ください。

個別確認票に記載されている場所が最終的な企画場所です。
8 月 27 日に暫定の場所割発表を行いました。原則として今後の変更希望は受け付けませんのでご了承ください。
場所割は、企画数増加により教室数が非常に不足しており、多くの企画が相部屋となっています。何か不明点などご
ざいましたら、企画代表者会議終了後に組織局長にお問い合わせください。
（控室については、19 ページの「控室使用希望申請」をご覧ください。）

申請していただいた内容に基づき委員会で抽選を行い、場所割を決定しました。
ブロック内での位置についてはいくつかの特殊な企画については企画形態に応じて優先的に委員会で決定しました
が、その他の企画に関しては第 3回企画代表者会議にてブロックごとの話し合いによって決定していただきます。その
際には、ブロック責任企画も決定いたしますので、必ずご参加ください。
10号館の改修工事に伴い、10号館南ブロックの使用ができなくなりました。
10 号館南ブロックを希望していた団体の方には、希望を近隣のブロックに移した上で、7月 29 日付で問い合わせを送
信させていただきました。該当する企画の方々にはご迷惑をおかけいたしました。
企画数の増加に伴い、ブロック内定数の変更を行いました。
「屋外ブロック図」（☞ p. 14）をご覧ください。
なお、今年は企画数が非常に多いため、各企画に使用できるスペースは原則として四本足テント 1張分（2.7m× 3.6m）
のみです。やむをえずこれ以上のサイズを使用する場合は委員会までお早めにお知らせください。

時間割の決定
会議終了後も帰らずに教室内に残って委員の指示をお待ちください。
各企画の申請を元に、事前にある程度の調整を行い場所を割り振りました。時間割については会議終了後の時間割会
議にて同じ教室を使用する企画間で話し合って決めていただきます。企画代表者会議に出席されていても時間割会議に
出席されていない場合は、不利益を被る場合がありますので必ずご参加ください。
なお、事前にもお知らせしましたが、1313 教室および 1323 教室については希望企画が非常に多かったため、話し合
いの結果によっては一部の企画に現在空き教室となっている 761 教室に移っていただくことになりますので、あらかじ
めご了承ください。

対象企画
時間割会議の対象となる企画
は右の場所を使用する企画です。

決定方法
使用団体で話し合って必要事項を決めていただき、「企画使用時間割表」に記入をしていただきます。決定していただ
く事項などについては会議終了後に別途資料をお渡ししますので、そちらをご覧ください。

注意事項
屋外ステージ企画：別途説明していますので、12 ページをご覧ください。
743 教室・900 番教室使用団体：ステージ分担金の説明が記載されていますので、13 ページもご覧ください。
その他の時間割企画

時間割教室を使用する「屋内時間割企画」以外でも特定の時間にしか来場者に公開しない企画には、企画時間および
準備時間を委員会に届けていただきます。時間割で企画を行うと思われる企画の方には問い合わせにてご連絡を致しま
すので、予定している企画時間をご返信ください。お聞きした内容はパンフレットに反映させていただきます。
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▶

▶
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容器の種類と値段（予定）
どんぶり （円形、500mL） 50個入り500円
お椀 （円形、350mL） 50個入り400円
フードパック （長方形、フタ付き） 50個入り500円
角トレー （長方形、浅い） 50個入り500円
丸皿 （円形、直径135mm） 50個入り500円
紙コップ （270mL） 100個入り400円
紙ナプキン （25cm×25cm） 100枚入り200円
包装紙 （18cm×18cm） 100枚入り300円
割り箸 （20cm） 100個入り200円

・1101教室　・1102教室　・1106教室　・1313教室　・1323教室
・761教室　・900番教室　・柔道場　・コミプラ音楽実習室　 ・舞台芸術実習室
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ステージ詳細12. この項目への
ご質問は： 組織局ステージ担当

ステージ分担金表13. この項目への
ご質問は： 組織局ステージ担当

締切に遅れて登録した「遅れ企画」の一部は場所が足りていないためまだ割振られていません。そのような企画には、
個別確認票およびウェブページに「キャンセル待ち」と記載されています。他の企画が中止となった場合には登録の早
い順から順次割振っていくことになります。ただし、10 月 2 日に行われる第 3回企画代表者会議までに企画中止が出な
かった場合、今年の駒場祭への参加は見送っていただくことになりますのでご了承ください。

全日企画
屋内企画は相部屋の部屋内場所割会議および部屋責任企画の決定、屋外全日企画では屋外ブロック内の詳細な場所割
の決定などを行う予定です。欠席すると不利益を被る可能性がありますので必ず参加されるようお願いいたします。

時間割企画
控室割の発表、時間割の再調整などを行う予定です。必ずご参加ください。ステージ企画の時間割を決定する時間割
会議を行います。

この時間割会議に出席しないと無断欠席企画となり、希望の時間帯を確保するのに非常に不利な扱いとなりますの
で、ステージ企画の方は必ずご出席ください。
詳細は 11 ページ「時間割会議について」をご覧ください。
時間

9 月 5 日（ 土） の全体会議終了 10 分後から、各ステージの時間割が決定するまで
場所
グランドフェスティバルステージ企画：109 教室
新館前ステージ企画・正門前広場企画：108 教室
900 番教室企画：112 教室

なお、743 教室企画は 1 つの企画が駒場祭全日にわたって使用するため、時間割会議はありません。
【時間割決定の優先順位】
駒場生企画　＞　それ以外の企画　＞　遅れ企画　＞　無断欠席企画

ステージの設営には数百万円の費用がかかります。およそ半額を委員会が負担し、残りをステージ企画の皆さんで分
担して負担していただきます。ステージ分担金は使用するステージや日時などによってその額が異なります。ステージ
の使用を希望している企画・団体はその点も考慮に入れて使用する時間を決めてください。なお分担金の詳細は次ペー
ジ以降の表の通りです。この分担金は、今後変更になる可能性があります。
なおステージ分担金はステージ設営にかかる費用に充てられます。したがって、
駒場祭当日に荒天・強雨等の事情で委員会がステージが使用不可能と判断し、企画中止となった場合
ステージの使用において、途中予期せぬアクシデント等により音声などに支障が生じた場合
第4回企画代表者会議以降に駒場祭への参加を取り消した場合

これらなどにおいても分担金を返還することはできませんのでご注意ください。ステージ分担金は、第 4回企画代表
者会議にて集める予定です。

申請方法
全ステージ企画の方は、必ず「ステージ詳細報告」を行ってください。ステージ詳細報告は、当日のステージ上の配
置や、使用機材、当日のステージ上での動きなどを報告していただくもので、ステージの仕様や音響機材、ステージ分
担金の最終決定のための詳しい情報として必要です。

内容
ステージ企画詳細報告に申請した情報は、そのまま音響や照明のオペレーターさんの手に渡るものです。オペレーター
さんはこの情報を元に機材を準備し、当日のシミュレーションを行いますので、漏れなく丁寧に記入してください。
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▶
▶
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グランドフェスティバルステージ
時間 1日目 2日目 3日目

9:00-9:30 15000 16000 16000
9:30-10:00 16000 17000 17000
10:00-10:30 18000 19000 19000
10:30-11:00 20000 21000 20000
11:00-11:30 22000 23000 22000
11:30-12:00 22000 25000 23000
12:00-12:30 23000 27000 25000
12:30-13:00 25000 28000 27000
13:00-13:30 26000 29000 27000
13:30-14:00 26000 29000 28000
14:00-14:30 26000 30000 28000
14:30-15:00 26000 30000 29000
15:00-15:30 27000 30000 29000
15:30-16:00 27000 30000 29000
16:00-16:30 28000 30000 29000
16:30-17:00 28000 30000 29000
17:00-17:30 27000 29000
17:30-18:00 27000 29000
※楽器共同レンタル代が別途かかります。金額は、第３回
企画代表者会議にて発表します。

新館前ステージ
時間 1日目 2日目 3日目

9:00-9:30 6000 6000 6000
9:30-10:00 6000 6000 6000
10:00-10:30 8000 8000 8000
10:30-11:00 8000 8000 8000
11:00-11:30 10000 10000 10000
11:30-12:00 11000 11000 11000
12:00-12:30 12000 12000 12000
12:30-13:00 13000 13000 13000
13:00-13:30 15000 14000 15000
13:30-14:00 15000 14000 15000
14:00-14:30 15000 14000 15000
14:30-15:00 15000 14000 15000
15:00-15:30 15000 14000 15000
15:30-16:00 15000 14000 15000
16:00-16:30 15000 14000 15000
16:30-17:00 15000 14000 15000
17:00-17:30 14000 13000
17:30-18:00 14000 13000
18:00-18:30
18:30-19:00

900番教室
時間 1日目 2日目 3日目

9:00-9:30 6000 9000 7000
9:30-10:00 7000 10000 8000
10:00-10:30 8000 11000 10000
10:30-11:00 9000 12000 11000
11:00-11:30 10000 13000 12000
11:30-12:00 10000 13000 12000
12:00-12:30 11000 14000 13000
12:30-13:00 12000 15000 14000
13:00-13:30 13000 15000 15000
13:30-14:00 13000 15000 15000
14:00-14:30 13000 15000 15000
14:30-15:00 13000 15000 15000
15:00-15:30 14000 16000 16000
15:30-16:00 14000 16000 16000
16:00-16:30 14000 16000 14000
16:30-17:00 14000 16000 14000
17:00-17:30 12000 14000
17:30-18:00 12000 14000
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特殊な事例
企画形態が特殊である場合や、特別な機材の持ち込みまたはステージの増設改造など委員会や業者との打ち合わせが
必要である場合は、できるだけ早期に委員会へ連絡をしてください。そうでない場合も、早めに詳細報告を提出してい
ただくことで問題を事前に察知し、当日のトラブルを回避することが可能となります。

締切
ステージ企画詳細報告締切は、9 月 16 日（水）24 時までです。まだ細かい内容が決まっていない企画の方も締切ま
でに必ず一度は登録してください。締切後も随時最新の情報に更新してください。

▶

▶

Ⅲ　各種申請事項Ⅲ　各種申請事項

743 教室
743 教室利用企画の方には分担金総計20万円を、利
用時間に合わせて負担していただきます。

正門前広場
正門前広場はステージ分担金はありません。機材共同
レンタル費が必要となりますが、それは第３回企画代
表者会議にて発表します。
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○内の数字はブロック内の企画定数です。
ブロック内の企画定数は変更になることがあります。
ブロック内の詳細な場所割は第3回企画代表者会議で決定します。
10号館南ブロックは工事のため廃止になりました。
今後の申請状況によりコミプラ北ブロックを新設する可能性があります。
コミプラ北ブロックへの移動を希望する場合は問い合わせフォームよりご連絡ください。

▶
▶
▶
▶
▶
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現金援助・物品援助申込14.
Ⅲ　各種申請事項

この項目への
ご質問は： 財務局長

Ⅲ　各種申請事項 

委員会では、企画実行の容易化と企画内容の充実を目的に、商行為（☞p. 7）を行わない企画を対象に現金や物品
の援助を行います。
申請締切は9月16日（水）24時です。締切を過ぎた場合は、いかなる理由があっても申請が認められません。

現金受け渡しまでの流れ
9 月 16 日（水）24 時までにウェブページ上の申請フォームから申請。
申請内容をもとに暫定援助額を算出し、第 3回企画代表者会議にて暫定援助額を発表。
駒場祭終了後に、収支報告書と領収書帳を提出。
提出していただいた領収書帳と収支報告書をもとに援助額を決定し、第 5回企画代表者会議にて援助額を交付し
ます。
申請方法

申請はウェブページの「申請フォーム」にて行います。申請フォームの記入方法等は「申請フォームの記入方法と注
意」をご覧ください。

収支報告書・領収書帳
駒場祭終了後に、収支報告書と、その根拠となる領収書をまとめた領収書帳を提出していただきます。

現金援助の対象となる支出に関しては、逐一領収書をとり保管するようお願いします。領収書は以下の条件をすべて
満たすようにしてください。領収書に不備がある場合、その領収書に該当する支出が援助の対象外となる可能性があり
ます。
領収書帳には片側が綴じてあるノートを使用してください。ルーズリーフ等バラバラになる可能性があるものは使用
しないでください。左側のページに領収書を貼り、その右側のページに使途をできる限り詳細に記入してください。1
ページに複数の領収書を貼ったり、領収書を折って貼ったりすることのないようにお願いします。

現金援助の対象外となる支出
耐用財の購入費

楽器など、駒場祭に限らず普段の活動でも使用可能な耐用財の購入費に関しては、駒場祭に際して購入した場合でも
現金援助の対象とはなりません。

ステージ分担金、文三劇場分担金
これらは、いずれもすでに委員会が半額援助しているので、現金援助の対象とすることはできません。
9月 4日以前の支出

駒場祭の企画実行には直接関係のない支出は援助の対象とはしませんので、原則として今回の企画代表者会議以前の
支出に関しては援助の対象とはしません。ただしすでに企画実行に関係する出費がある場合で、その分の支出に関して
も援助を受けたい、という場合は財務局長まで問い合わせフォームにて連絡してください。

その他
駒場祭の企画実行とは関係のない支出や、駒場祭には必要ない支出だと委員会が判断した場合には、その支出が現金
援助の対象外となる可能性があります。予めご了承ください。

▶
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注意事項
申請したすべての項目が現金援助の対象になるとは限りません。また、限られた予算内で援助を希望する企画に割
り振るという都合上、援助対象となる支出を全額援助することはできませんので、ご了承ください。
今回の申請で申請しなかった項目や極端に支出が増額した項目は援助の対象とならない可能性があります。
今回の申請をもとに、第 3回企画代表者会議にて暫定援助額を発表しますが、これはあくまで暫定のものですの
で、実際の援助額と大幅に変わる可能性もあります。
駒場祭終了後、期限内に収支報告書と領収書帳が提出されない場合は援助が受けられません。
申請フォームの記入方法と注意
企画の構成人数

企画団体の規模の把握に使用します。おおよその構成人数を記入してください。
企画内容

現時点で決定している範囲で、できるだけ詳しく記入してください。
企画の形態

該当するチェックボックス全てにチェックを入れてください。
収入見積もり、支出見積もり

収入と支出の見積もりを、以下の記入例に従って記入してください。現段階で記入できる範囲で、できるだけ詳しく
記入してください。そのため、「その他」や「雑費」といった曖昧な項目は認められません。
収入見積もりは委員会からの現金援助がないという前提で記入してください。また、支出は企画構成員からの徴収等
何らかの収入によって賄われているはずですので、必ず収入の合計額が支出の合計額以上となるようにしてください。
なお、スポンサーによる収入など、額が現段階ではっきりしない場合には、達成可能な額を記入してください。

＜記入例＞（収入見積もりの場合）
企画構成員から　1,000円×30人＝30,000円
企業による協賛　50,000円
サークルの会計より　20,000円

▶
▶
▶

援助金について
申請動機と希望援助額を記入してください。

物品受け渡しまでの流れ
9 月 16 日（水）24 時までにウェブページ上の申請フォームから申請。
第 3回企画代表者会議にて物品援助対象企画を発表。
11 月上旬に申請された物品を交付します。
申請方法

申請はウェブページの申請フォームにて行います。
物品援助の対象となる物品には以下のものがあり、各物品に点数を設けております。その点数の合計が 16 点以下とな
る範囲で申請することができます。ただし、必要な分だけ申請するようにしてください。
物品の種類
B4 再生紙

　普通紙として使われている紙と同じくらいの厚さの紙で、白いものと有色のものがあります。色はブルー、ライト
　　ブルー、グリーン、ライトグリーン、クリーム、ピンク、パープルの 7種類があります。白のものは 500 枚で 2点
　　となりますが、有色のものは同色の紙が 500 枚で 4点となります。（白と有色のものでは紙質が若干異なります。有
　　色のものはインクジェットプリンタ等では印刷できない可能性がありますのでご了承ください。）

B4特厚紙
　厚めの色紙で、Almighty の表紙として使われている紙と同じ種類のものです。色は橙・クリーム・鶯・水・青・　
　　藤・桃の 7種類があります。同色の紙が 250 枚で 5点となります。
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金額がしっかりと表示されていること。改ざん防止のため、額面の冒頭の「￥」、カンマ、数字の末尾の「―」も
しっかりと書かれていること。〈例〉￥1,500,000―
購入したものが分かるように、可能な限り詳しく但書きを記入してもらうこと。「お品代」や「雑費」は認められ
ません。また、1枚の領収書が複数の支出に対応する場合は、それら全てが明記されている必要があります。
宛名は企画団体名であること。「上様」や個人名など、その団体が購入したことが分からないものは認められません。
発行日付（年月日）が記載されていること。
取引先企業もしくは担当者の記載や印があること。レシートは認められません。なお、謝礼等で取引相手が個人の
場合は、受取人の名前と捺印の両方が必要となります。
訂正がある場合には、訂正箇所に訂正印が押されていること。
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